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序　考古学から見た古代甲斐国

　
　
　
序
　
考
古
学
か
ら
見
た
古
代
甲
斐
国

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
今
か
ら
五
〇
年
ほ
ど
前
に
、
私
が
山
梨
県
教
育
委
員
会
に
お
い
て
埋
蔵
文
化
財
行
政
や
遺
跡
調
査
を
始
め
た
頃
は
、
縄
文
時
代
か
ら
奈

良
・
平
安
時
代
ま
で
、
土
器
の
編
年
や
分
類
が
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
山
梨
に
ど
の
よ
う
な
土
器
が
そ
の
時
代

に
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
い
た
か
皆
目
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
今
は
、

県
や
市
町
村
、
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所
等
の
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ

て
、
数
多
く
の
発
掘
も
あ
り
、
隣
県
と
の
土
器
研
究
の
比
較
も
で
き
て
、

年
代
や
分
布
、
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
か
つ
て
の
よ
う
に
古
文
書
だ
け
で
な
く
、
甲
斐
の
古
代
史
の
一
部
を

考
古
学
に
よ
っ
て
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
時
代
と
な
っ
た
。
従
っ

て
、
日
々
資
料
が
蓄
積
さ
れ
る
今
日
の
若
手
研
究
者
を
う
ら
や
ま
し
く

思
う
が
、
私
自
身
の
今
ま
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
今
し

ば
ら
く
私
も
そ
の
一
人
と
し
て
、
新
た
な
解
明
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て

第 1図　日本扶桑国之図（部分）
（守屋壽コレクション、広島県立歴史博
物館蔵・画像提供）
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い
き
た
い
と
思
う
。

　
古
代
の
各
国
の
位
置
・
規
模
や
範
囲
を
、
人
々
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
今
の
日
本
地
図
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
、
古
代
の
国
の
あ
り
方
を
想
像
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
鎌
倉
時
代
末
〜
室
町
時
代
初
頭
頃
の
日
本
古
地
図（
一
四
世
紀
初
頭
）

を
見
る
と
、
相
当
曖
昧
な
概
念
で
、
各
国
の
形
や
日
本
全
体
の
姿
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（
第
1
図
）。

　
そ
の
理
由
は
、
国
・
郡
・
郷
な
ど
は
人
々
の
数
や
集
落
・
水
田
・
耕
地
の
範
囲
を
も
と
に
各
国
を
描
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

今
の
地
図
に
あ
る
よ
う
な
、
山
の
尾
根
や
川
を
も
と
に
し
た
各
国
の
境
界
線
は
な
か
っ
た
。

　
古
代
の
国
は
、
各
地
域
集
団
の
人
々
が
営
ん
だ
生
業
範
囲
が
も
と
に
な
り
出
現
し
て
い
る
。
最
近
の
発
掘
調
査
で
、
文
献
だ
け
で
は
な

い
甲
斐
国
古
代
史
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
　
　
　
　
1
　
甲
斐
の
出
現

　
甲
府
盆
地
で
の
有
力
勢
力
は
、
四
世
紀
に
入
っ
て
の

巨
大
古
墳
の
築
造
に
よ
り
、
そ
の
出
現
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
甲
府
盆
地
南
西
部
の
曽
根
丘
陵
に
出
現

し
た
甲
斐
銚
子
塚
古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
前
方
後
円
墳

群
は
、
大
和
政
権
派
遣
の
豪
族
か
大
和
政
権
と
結
ん
だ

甲
府
盆
地
有
力
者
が
築
い
た
巨
大
墳
墓
で
あ
り
、
五
世

紀
〜
六
世
紀
に
は
甲
府
盆
地
一
円
に
そ
の
勢
力
を
拡
大

す
る
。
六
世
紀
後
半
に
は
甲
府
盆
地
の
東
西
に
姥
塚
古

第 2図　姥塚古墳（笛吹市御坂町井上）
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墳（
笛
吹
市
御
坂
町
、
第
2
図
）と
加
牟
那
塚
古
墳（
甲
府

市
湯
村
、
第
3
図
）と
い
う
、
新
た
な
巨
大
横
穴
式
石
室

を
持
つ
円
墳
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
お
そ
ら
く
四
世
紀
に
甲
府
市
中
道
地
域
に
出
現
し
た

甲
斐
国
造
勢
力
が
、
東
西
に
分
か
れ
て
発
展
し
、
六
世

紀
後
半
に
は
並
立
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
古
墳
群
は
、
七
世
紀
に
は
さ
ら
に
勢
力
が

分
散
化
し
て
、
盆
地
東
部
で
は
八
代
地
域
や
一
宮
地
域
、

春
日
居
地
域
、
山
梨
市
域
な
ど
に
分
か
れ
、
盆
地
西
部

で
は
甲
府
北
部
、
甲
斐
市
の
敷
島
・
赤
坂
台
地
域
、
南

ア
ル
プ
ス
市
域
な
ど
に
広
が
る
。
こ
の
時
代
が
甲
斐
国

内
の
各
地
勢
力
が
顕
在
化
し
た
第
二
の
段
階
で
、
甲
斐
国
の
基
礎
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
2
　
律
令
国
家
と
甲
斐
国
の
成
立

　
六
四
五
年
、
大
化
の
改
新（
乙
巳
の
変
）に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
天
皇
家
や
豪
族
支
配
に
よ
る
部
民
制
が
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
制

へ
と
改
め
ら
れ
る
と
、
各
地
域
に
国
・
郡
・
郷（
最
初
は
国
・
評
・
里
）が
定
め
ら
れ
、
旧
来
の
国
造
勢
力
や
皇
族
・
豪
族
の
人
民
支
配（
部

民
）に
代
わ
り
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
公
地
公
民
制
が
し
か
れ
た
。
こ
れ
が
律
令
制
で
あ
る
。

　
甲
斐
国
は
甲
府
盆
地
を
中
心
に
、
山
梨
・
八
代
・
巨
麻
郡
に
分
け
ら
れ
、
後
に
桂
川
流
域
の
都
留
郡
が
加
え
ら
れ
た
。
山
梨
・
八
代
郡

第 3図　加牟那塚古墳（甲府市湯村）



10

は
本
来
一
つ
の
勢
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
豪
族
の
勢
力
を
そ
ぐ
た
め
に
二
分
割
さ
れ
、
巨
麻
郡
は
、
高
句
麗
系
渡
来
人
を
多
く
受
け
入
れ

た
た
め
に
高
麗
＝
巨
麻
郡
と
し
て
成
立
し
た
。
ま
た
、
都
留
郡
は
都
と
結
ぶ
官
道（
甲
斐
路
＝
御
坂
路
）の
駅
や
道
の
維
持
管
理
の
た
め
の

地
域
と
、
相
模
国
か
ら
割
譲
さ
れ
た
地
域
を
合
体
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
甲
斐
国
の
郡（
評
）・
郷（
里
）の
編
成
は
、
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
倭
名
類
聚
抄
』
を
見
る
と
、
各
地
で
の
地
域
勢
力
が
再
編
さ
れ

た
こ
と
が
想
定
で
き
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
郡（
評
）・
郷（
里
）が
最
初
か
ら
一
度
に
出
現
し
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
奈

良
時
代
以
前
か
ら
時
間
を
か
け
て
編
成
さ
れ
、
平
安
時
代
の
初
期
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
古
墳
時
代
、
六
世
紀
後
半
の
盆
地
東
西
の
勢
力
は
、
姥
塚
古
墳
と
加
牟
那
塚
古
墳
に
象
徴
さ
れ
る
が
、「
大
化
の
改
新
」
以
後

の
盆
地
東
西
地
域
に
お
い
て
、
山
梨
郡
下
の
白
鳳
時
代
寺
院
「
寺
本
廃
寺
」「
川
田
窯
跡
」
と
、
巨
麻
郡
下
の
甲
斐
市
「
天
狗
沢
窯
跡
」

の
存
在
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
ま
で
続
い
た
両
地
域
の
勢
力
並
存
を
想
起
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
3
　『
倭
名
類
聚
抄
』
に
見
る
甲
斐
国

① 

国
府
と
国
衙

　『
倭
名
類
聚
抄
』（
以
下
「
倭
名
抄
」
と
略
す
）に
は
、
国
府
は
八
代
郡
に
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の
国
府
で
あ
る
が
、
笛

吹
市
春
日
居
町
国
府
の
地
名
由
来
は
、
奈
良
時
代
の
国
府
所
在
地
を
示
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
き
た
。
山
梨
郡
は
甲
斐
国
四
郡
の
う
ち

最
大
の
一
〇
郷
を
管
下
に
も
ち
、
平
安
時
代
の
『
倭
名
抄
』
で
は
東
西
五
郷
ず
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
当
初
の
国
府
は
最
大
数
の
郷
を

管
理
下
に
置
く
山
梨
郡
内
に
置
か
れ
た
と
す
る
の
が
、
理
解
し
や
す
い
。

　
と
こ
ろ
が
『
倭
名
抄
』
編
纂
の
平
安
時
代
に
は
八
代
郡
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
山
梨
郡
と
八
代
郡
の
境
で
あ
る
現
在
の
笛
吹
市

御
坂
町
国
衙
に
置
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
国
府
推
定
地
が
あ
る
が
評
価
は
低
い
。


